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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性プラスチックまたはエラストマー性プラスチックからなる固定要素（１１）と
前記固定要素（１１）を少なくとも部分的に取り囲む第１プラスチックの第１粒子発泡体
からなる被覆部（１２）とで構成された埋装された固定装置（１０）を有する粒子発泡体
構造部材（１５）の製造方法であって、先ず、前記第１粒子発泡体からなる被覆部の材料
を射出して前記被覆部（１２）を形成し、その後、前記被覆部（１２）の中へ、前記固定
要素の材料を射出して前記固定要素（１１）を形成し、次いで、前記被覆部（１２）を有
する前記固定要素（１１）が金型に入れられ、少なくとも前記被覆部（１２）が第２プラ
スチックの第２粒子発泡体からなる成形部（１６）で取り囲まれ、前記被覆部（１２）と
前記成形部（１６）との間の接触面（１７）において材料結合が形成される粒子発泡体構
造部材（１５）の製造方法。
【請求項２】
　前記第１プラスチックが発泡ポリプロピレン（ＥＰＰ）または発泡ポリスチロール（Ｅ
ＰＳ）であることを特徴とする請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記第２プラスチックが発泡ポリプロピレン（ＥＰＰ）または発泡ポリスチロール（Ｅ
ＰＳ）であることを特徴とする請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
　前記第１プラスチックと前記第２プラスチックが異なる材料で構成されていることを特
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徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項５】
　前記第１プラスチックと前記第２プラスチックが、異なる特性を有する同一材料で構成
されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記材料が異なる密度、または、色を有することを特徴とする請求項５に記載の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱可塑性プラスチックまたはエラストマー性プラスチック製の埋装された固
定要素を有する粒子発泡体構造部材に関する。
【０００２】
　本発明はさらに、埋装された固定装置を有する粒子発泡体構造部材の製造方法および粒
子発泡体構造部材の中に固定するための固定装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　発泡されたプラスチックからなる粒子発泡体構造部材は様々な形態で公知であり、重量
と絶縁について本質的な利点を有するので、多くの産業分野で使用されている。例えば自
動車産業では様々に、金属製構造部材に対する軽量化のために、または、音、熱の絶縁部
材として、あるいは、機械的負荷用に使用されている。しかしその欠点は、十分に大きな
力を伝達する固定要素を粒子発泡体構造部材に固定するのがかなり困難であることである
。
【０００４】
　固定具として粒子発泡体構造部材に後からダボをねじ込むことは公知であるが、これは
小さい力しか受け止めることができず、負荷をかけた時にもぎ取られる危険性がある。
【０００５】
　代案として、固定要素を前もって製造し、粒子発泡体で包み込むことが知られている。
固定具と粒子発泡体との結合は嵌め合い結合で行われるが、十分に大きい力を伝達するた
めには、大きな表面積と、その結果として、多くの材料と重い重量が必要となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、固定要素が簡単な方法でその中に確実に収容されている粒子発泡体構
造部材を得ることにある。さらに、この粒子発泡体構造部材を簡単に製造することができ
る方法を得る事にある。
【０００７】
　さらに、粒子発泡体構造部材の中に固定するための、簡単な方法で後作業することがで
きる固定装置を得ることも課題である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　粒子発泡体構造部材に関する前述の課題は、請求項１の特徴を有する粒子発泡体構造部
材により解決される。この場合、次のように構成されている。すなわち、好適には、圧縮
された熱可塑性プラスチックまたはエラストマー性プラスチックからなる固定要素が少な
くとも部分的に、第１プラスチックの第１粒子発泡体で構成された被覆部で取り囲まれて
おり、固定要素と被覆部との間の第１接触面には材料結合（stoffschluessigger Materia
lverbund）、および／または、嵌め合い結合（formschluessigger Materialverbund）が
存在し、また、少なくともこの被覆部は少なくとも部分的に、第２プラスチックの第２粒
子発泡体からなる成形部により取り囲まれており、この被覆部と成形部との間の第２接触
部には材料結合が存在する。
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【０００９】
　本発明は次の考えから出発している。すなわち、ダボまたは係止用止め具またはねじ付
きボルトとすることができる固定要素が、成形部と、そしてその結果として、本来の構造
部品を形成する第２粒子発泡体と結合するのではなく、あるいは、少なくとも第２粒子発
泡体とのみ結合するのではなく、その間に在る第１粒子発泡体からなる被覆部と接続する
。この第１接触面に比較的大きな力を伝達できるようにすべく、この被覆部は固定要素と
材料結合、および／または、嵌め合い結合で結合されている。
【００１０】
　第２粒子発泡体からなる成形部と第１粒子発泡体からなる被覆部との結合部は比較的大
面積であり、これは材料結合で行われる。被覆部と成形部との間の第２接触面の面積が比
較的大きいので、第２粒子発泡体の選択可能性がより大きくなる。というのは、第２粒子
発泡体を、第２粒子発泡体が固定要素と比較的小面積を介して大きな力を伝達しなければ
ならないという判断基準に基づいて、選ぶ必要がないからである。
【００１１】
　さらに、被覆部を備えた固定要素を前もって製作し、後から、成形部を形成する第２粒
子発泡体で取り囲むことができるという利点がある。
【００１２】
　被覆部を形成するための第１粒子発泡体の特性は特に、この第１粒子発泡体が固定要素
の材料と良好に材料結合、および／または、嵌め合い結合できるように合わせることがで
きる。好適には、第１粒子発泡体を形成する第１プラスチックは発泡ポリプロピレン（Ｅ
ＰＰ）または発泡ポリスチロール（ＥＰＳ）である。
【００１３】
　第２粒子発泡体を形成する第２プラスチックは主に、この成形部がどのような特性と強
度を持たねばならないか、ということに基づいて選択される。好適には、この第２粒子発
泡体は発泡ポリプロピレン（ＥＰＰ）または発泡ポリスチロール（ＥＰＳ）である。
【００１４】
　本発明の展開においては、第１プラスチックと第２プラスチックが異なる材料で構成さ
れている。これが通例である。というのは、第１プラスチックは特に、固定要素のプラス
チック材料と良好に嵌め合い結合し、かつ、成形部との結合のための大面積の第２接触面
を提供する大面積の被覆部を形成する、という課題を有するからである。前記第２プラス
チックは成形部を形成するものであり、特に成形部に要求される強度特性と絶縁特性、な
らびに、被覆部との良好な結合を考慮して選ばれる。
【００１５】
　しかし、本発明の可能な１形態においては、第１プラスチックと第２プラスチックを同
一材料で、例えば、それぞれをＥＰＰで、または、それぞれをＥＰＳで構成することがで
きるが、この場合には、これらの材料は異なる諸特性を有する。これらの異なる特性は特
に、異なる密度、および／または、異なる色である。
【００１６】
　方法に関する課題は、熱可塑性プラスチックまたはエラストマー性プラスチックからな
る固定要素と、この固定要素を少なくとも部分的に取り囲んでいる第１プラスチックの第
１粒子発泡体からなる被覆部とで構成された固定装置が形成されることにより解決され、
固定要素と被覆部との間の第１接触面では材料結合、および／または、嵌め合い結合が行
われる。その次の方法ステップにおいて、被覆部を備えた固定要素が金型に入れられ、少
なくともこの被覆部が第２プラスチックの第２粒子発泡体からなる成形部で取り囲まれ、
この被覆部と成形部との間の第２接触面で材料結合が形成される。
【００１７】
　この方法のさらなる特徴と利点は前述のまたは後述の明細書から明らかであり、重複を
避けるために割愛する。
【００１８】
　さらに、上述の課題は本発明により、粒子発泡体構造部材の中に固定するための固定装
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置により解決される。これは、好適には、圧縮された熱可塑性プラスチックまたはエラス
トマー性プラスチックからなる固定要素と、この固定要素を少なくとも部分的に取り囲ん
でいる第１プラスチックの第１粒子発泡体からなる被覆部とを有し、この固定要素と被覆
部との間の第１接触面では材料結合、および／または、嵌め合い結合が存在する。
【００１９】
　この固定装置は好適には２成分射出成形法で作ることができる。この場合、先ず、第１
粒子発泡体からなる被覆部を射出し、次の方法ステップで固定要素をこの被覆部の中に射
出することもできるし、先ず、固定要素を射出し、次の方法ステップで第１粒子発泡体か
らなる被覆部を吹き付けることもできる。代案として、固定要素を前もって製作し、次い
で、第１粒子発泡体からなる被覆部を射出して固定要素を取り囲み、結合することができ
る。
【００２０】
　好適には、この第１プラスチックは発泡ポリプロピレン（ＥＰＰ）または発泡ポリスチ
ロール（ＥＰＳ）である。
【００２１】
　本発明の可能な１形態では、被覆部が固定要素を完全に取り囲むようになされており、
このことによって比較的大きな力を伝達することができる。
【００２２】
　本発明の他の個別事項と特徴を一実施例に関する以下の明細書において図を利用して説
明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明による固定装置の上面図
【図２】図１の固定装置の断面図
【図３】本発明による粒子発泡体構造部材の模式的な上面図
【図４】図３の粒子発泡体構造部材の断面図
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１と２は粒子発泡体構造部材の中に固定するための固定装置１０を示す。この固定装
置１０は単に模式的に示された中央部の固定要素１１を含み、この固定要素は例えば、組
立用留め具または固定用留め具であり、好適には圧縮された熱可塑性プラスチックまたは
エラストマー性プラスチックで構成されている。この固定要素１１はほぼ円筒形であり、
その円周面、すなわち、外被面は第１プラスチックの第１粒子発泡体からなる被覆部１２
で完全に取り囲まれている。この第１プラスチックは発泡ポリプロピレン（ＥＰＰ）また
は発泡ポリスチロールとすることができる。この被覆部１２は第１接触面１３において固
定要素１１と結合しており、固定要素１１と被覆部１２の間の第１接触面１３は材料結合
、および／または、嵌め合い結合されている。かくして、この固定装置１０は車輪の形状
を有し、固定要素１１はボスを、被覆部１２はタイヤを形成している。
【００２５】
　図３と４に模式的に示された粒子発泡体構造部材１５を製造するために、事前に製造さ
れた固定装置１０、すなわち、材料結合、および／または、嵌め合い結合で結合された被
覆部１２を備えた固定要素１１が金型に入れられ、第２プラスチックからなる第２粒子発
泡体によって取り囲まれ、この場合には、固定要素１１の少なくとも１つの側は取り囲ま
れていない。第２粒子発泡体は成形部１６を形成し、これは図３と４に示すように、例え
ばプレートである。第２プラスチックからなる第２粒子発泡体は第２接触面１７で被覆部
１２と結合し、被覆部１２と成形部１６の間の第２接触面１７は材料結合されている。
【００２６】
　第２粒子発泡体を形成する第２プラスチックも発泡ポリプロピレン（ＥＰＰ）または発
泡ポリスチロール（ＥＰＳ）とすることができる。
【符号の説明】
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【００２７】
　１０　　固定装置
　１１　　固定要素
　１２　　被覆部
　１３　　第１接触面
　１５　　粒子発泡体構造部材
　１６　　成形部
　１７　　第２接触面

【図１－２】 【図３－４】
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